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長
年
の
地
域
非
行
防
止
活
動

安
藤
春
一
さ
ん
に
感
謝
状

6
月
24
日（
月
）、愛
知
県
少
年
補
導
委
員

会
連
合
会
の
定
期
総
会
が
開
催
さ
れ
、功
労

者
の
功
績
が
称
え
ら
れ
ま
し
た
。

本
町
で
は
、長
年
、地
域
の
非
行
防
止
の

推
進
に
尽
力
さ
れ
た
安
藤
春
一
さ
ん
に
感
謝

状
が
贈
呈
さ
れ
ま
し
た
。

県
在
宅
重
度
障
害
者
手
当
等

所
得
状
況
届
の
ご
提
出
を

県
在
宅
重
度
障
害
者
手
当
、特
別
障
害
者

手
当
、障
害
児
福
祉
手
当
、特
別
児
童
扶
養

手
当
を
受
給
さ
れ
て
い
る
方
は
、年
1
回
の

所
得
状
況
届
ま
た
は
現
況
届
の
提
出
が
必
要

で
す
。こ
の
届
出
が
な
い
場
合
は
、引
き
続
き

手
当
を
受
け
ら
れ
な
く
な
り
ま
す
。

手
当
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
別
表

に
該
当
す
る
方
で
す
。必
要
書
類
に
つ
い
て

は
福
祉
課
よ
り
送
付
し
ま
す
。必
要
事
項
を

記
入
の
上
、役
場
1
階
福
祉
課
の
窓
口
へ
提

出
し
て
く
だ
さ
い
。

ま
た
、特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
・
介
護
老

人
保
健
施
設
・
介
護
保
険
適
用
の
介
護
療
養

型
医
療
施
設
・
障
害
者
支
援
施
設
な
ど
の
施

設
に
入
所
し
て
い
る
方
や
病
院
に
3
ヶ
月
以

上
入
院
さ
れ
て
い
る
方
は
、県
在
宅
重
度
障

害
者
手
当
、特
別
障
害
者
手
当
、障
害
児
福

祉
手
当
を
受
け
ら
れ
ま
せ
ん
。喪
失
の
手
続

を
し
て
く
だ
さ
い
。

▼
と
き
　
県
在
宅
重
度
障
害
者
手
当
　
8
月

1
日（
木
）〜 

30
日（
金
）

特
別
障
害
者
手
当
、障
害
児
福
祉
手
当
、

特
別
児
童
扶
養
手
当
　
8
月
9
日（
金
）〜 

9
月
11
日（
水
）

▼
提
出
先・問
合
せ
　
福
祉
課
福
祉
グ
ル
ー

プ
　

28
・
0
9
1
2

ひ
と
り
親
手
当

現
況
届
の
ご
提
出
を

児
童
扶
養
手
当
、県
遺
児
手
当
、町
子
ど

も
福
祉
手
当
を
受
給
さ
れ
て
い
る
方
は
、年

1
回
、現
況
届
の
提
出
が
必
要
で
す
。

対
象
者
に
は
、7
月
下
旬
に
必
要
書
類
を

郵
送
し
て
い
ま
す
。必
要
事
項
を
記
入
の
上
、

役
場
1
階
5
番
窓
口
子
ど
も
応
援
課
に
提
出

し
て
く
だ
さ
い
。

現
況
届
の
提
出
が
な
い
場
合
、引
き
続
き

手
当
を
受
け
ら
れ
な
く
な
り
ま
す
の
で
ご
注

意
く
だ
さ
い
。

▼
受
付
期
間
　
8
月
1
日（
木
）〜
30
日（
金
）

※
土
日
・
祝
日
は
除
く

▼
問
合
せ
　
子
ど
も
応
援
課
子
ど
も
応
援
グ

ル
ー
プ
　

28
・
0
9
3
6

対象者一覧
手当の種類 国・県の別 対象となる方

県在宅重度障害者手当 県 身体障害者1級または2級の手帳所持の方。知的障害者でIQ35以下の
方。身体障害者3級および知的障害者IQ50以下の方

特別障害者手当 国 20歳以上の方で身体障害者2級以上の障がいを重複して有する方、ま
たは身体障害者2級以上の障がいを有し、知的障害IQ20以下の方

障害児福祉手当 国 20歳未満の児童で身体障害者1級の障がいを有する児童、または知的
障害IQ20以下の児童

特別児童扶養手当 国 身体障害者1級から3級または知的障害IQ50以下の障がい、病状のあ
る20歳未満の児童を育てている保護者

※国制度と県制度の手当を同時に受給することはできません。  
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空
家
に
し
な
い
た
め
に

空
家
を
放
置
し
な
い
た
め
に

空
家
は
、所
有
者
だ
け
の
問
題
で
は
な
く
、

近
隣
住
民
に
も
大
き
な
影
響
を
与
え
ま
す
。

〝そ
の
う
ち
”と
考
え
て
放
置
し
て
い
る
と
、家

屋
の
状
態
が
ど
ん
ど
ん
悪
く
な
っ
て
い
っ
て

し
ま
い
ま
す
。今
は
空
家
を
所
有
し
て
い
な

く
て
も
、親
族
の
死
亡
や
施
設
へ
の
入
所
な

ど
で
空
家
の
管
理
者
・
所
有
者
に
な
る
か
も

し
れ
ま
せ
ん
。空
家
問
題
を
知
り
、早
め
の
対

策
を
心
が
け
ま
し
ょ
う
。

●
空
家
の
発
生
原
因
を
知
る

空
家
の
発
生
原
因
の
半
分
以
上
が
相
続
に

よ
る
も
の
で
す
。元
の
所
有
者
の
考
え
や
思

い
が
伝
わ
ら
な
い
ま
ま
相
続
さ
れ
、空
家
に

な
っ
た
家
を
ど
う
す
れ
ば
い
い
か
決
ま
ら
ず
、

遺
産
分
割
や
相
続
登
記
、家
財
の
片
付
け
や

遺
品
の
整
理
な
ど
の
問
題
が
山
積
み
と
な
っ

て
、「
住
む
」「
売
る
」「
貸
す
」「
使
う
」「
解
体
す

る
」な
ど
の
選
択
肢
を
実
行
で
き
な
い
事
例

が
多
く
あ
り
ま
す
。関
係
者
で
事
前
に
よ
く

話
し
合
っ
て
お
く
こ
と
が
大
切
で
す
。

●
空
家
の
デ
メ
リ
ッ
ト
を
知
る

家
屋
は
、適
切
な
管
理
が
さ
れ
な
い
と
劣

化
が
早
く
進
み
ま
す
。放
置
さ
れ
た
空
家
は
、

外
壁
材
や
屋
根
材
の
落
下
、悪
臭
、草
木
の

繁
茂
、害
獣
の
出
入
り
や
害
虫
の
繁
殖
、ご

み
の
不
法
投
棄
な
ど
、近
隣
住
民
の
生
活
に

迷
惑
を
か
け
て
し
ま
い
ま
す
。

ま
た
、外
壁
材
の
落
下
や
火
災
な
ど
に

よ
っ
て
通
行
人
や
近
隣
の
家
屋
に
損
害
を
与

え
て
し
ま
う
と
、損
害
賠
償
責
任
を
問
わ
れ

る
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。

●
空
家
に
つ
い
て
相
談
・
選
択
肢
を
知
る

町
で
は
、愛
知
県
宅
地
建
物
取
引
業
協
会

及
び
全
日
本
不
動
産
協
会
愛
知
県
本
部
と
空

家
等
対
策
に
関
す
る
協
定
を
結
ん
で
い
ま
す
。

空
家
を
所
有
し
て
い
る
、ま
た
は
相
続
す
る

予
定
が
あ
る
が
、ど
う
し
た
ら
い
い
の
か
、ど

こ
に
相
談
し
た
ら
い
い
の
か
わ
か
ら
な
い
な

ど
の
お
悩
み
が
あ
り
ま
し
た
ら
、ま
ず
は
専

門
家
や
事
業
者
に
相
談
し
て
み
ま
し
ょ
う
。

▼
相
談
先
　
空
き
家
総
合
相
談
窓
口（
公
益

社
団
法
人
　
愛
知
県
宅
地
建
物
取
引
業
協

会
）

0
5
2
・
5
2
2
・
2
5
6
7

　

空
き
家
相
談
窓
口（
公
益
社
団
法
人
全
日

本
不
動
産
協
会
愛
知
県
本
部
）

0 

5

2
・
2
4
3
・
9
3
3
9

1
年
以
上
使
用
さ
れ
て
い
な
い
木
造
空
家

を
解
体
す
る
場
合
は
、町
の
補
助
金
を
受
け

ら
れ
る
場
合
が
あ
り
ま

す（
上
限
20
万
円
）。

▼
問
合
せ
　
ま
ち
づ
く

り
推
進
課
ま
ち
づ
く

り
推
進
グ
ル
ー
プ

28
・
0
9
4
4

ご
存
じ
で
す
か

〜
外
部
公
益
通
報
制
度
〜

生
活
の
安
心
・
安
全
を
損
な
う
よ
う
な
不

祥
事
は
、事
業
者
内
部
の
労
働
者
等
か
ら
の

通
報
を
き
っ
か
け
に
明
ら
か
に
な
る
こ
と
も

少
な
く
あ
り
ま
せ
ん
。こ
う
し
た
企
業
の
不

祥
事
に
よ
る
被
害
拡
大
を
防
止
す
る
た
め
の

通
報
行
為
は
事
業
者
に
よ
る
不
利
益
な
取
扱

い
か
ら
保
護
さ
れ
る
べ
き
で
す
。

「
公
益
通
報
者
保
護
法
」は
、労
働
者
等
が
、

公
益
の
た
め
に
通
報
を
行
っ
た
こ
と
を
理
由

と
し
て
解
雇
等
の
不
利
益
な
取
扱
い
を
受
け

る
こ
と
の
な
い
よ
う
、ど
こ
へ
ど
の
よ
う
な

内
容
の
通
報
を
行
え
ば
保
護
さ
れ
る
の
か
と

い
う
制
度
的
な
ル
ー
ル
を
明
確
に
す
る
も
の

で
す
。

豊
山
町
で
は
、通
報
等
の
内
容
に
つ
い
て

町
が
処
分
又
は
勧
告
等
を
す
る
権
限
を
有
す

る
も
の
を
受
け
付
け
て
い
ま
す
。

▼
要
件
　
①
不
正
の
目
的
で
行
わ
れ
た
通
報

で
な
い
こ
と
、②
通
報
内
容
が
真
実
で
あ

る
と
信
じ
る
相
当
の
理
由
が
あ
る
こ
と

▼
通
報
対
象
者
　
法
令
違
反
等
の
事
実
に
関

係
す
る
事
業
者
に
雇
用
さ
れ
て
い
る
①
従

業
員
、②
ア
ル
バ
イ
ト
、③
役
員
、④
派
遣

労
働
者
、⑤
取
引
先
の
従
業
員（
通
報
の

日
か
ら
1
年
以
内
の
従
事
者
含
む
）

▼
通
報
方
法
　
文
書
、電
話
、面
談
、電
子

メ
ー
ル
、F
A
X
に
よ
り
受
け
付
け
て
い

ま
す
。な
お
、本
町
が
処
分
又
は
勧
告
等

を
す
る
権
限
を
有
し
な
い
場
合
は
、他
の

行
政
機
関
を
ご
案
内
す
る
こ
と
が
あ
り
ま

す
。

▼
問
合
せ
　
ま
ち
づ
く
り
推
進
課
ま
ち
づ
く

り
推
進
グ
ル
ー
プ

28
・
0
9
4
4

29
・
3
1
5
1

臨
空
第
2
公
園
基
本
計
画（
案
）

に
係
る
説
明
会
開
催

現
在
、青
山
地
区
内
で
整
備
を
進
め
て
い

る
臨
空
第
2
公
園
の
基
本
計
画（
案
）に
つ
い

て
、次
の
日
程
で
住
民
説
明
会
を
開
催
し
ま

す
。

▼
と
き	

8
月
25
日（
日
）午
前
10
時
〜
正
午

▼
と
こ
ろ
　
役
場
2
階
会
議
室
1

▼
内
容	

臨
空
第
2
公
園
基
本
計
画（
案
）に

つ
い
て

▼
問
合
せ
　
防
災
拠
点
推
進
室
防
災
拠
点
推

進
グ
ル
ー
プ

28
・
2
4
6
3


